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巻頭言

原子炉施設の手続論的安全論理に対する原子炉主任技術者の思い

橋 本 憲 吾

原子炉施設の保安活動や品質保証活動は、事故や トラブルの撲滅を達成することを究極的な使命 として

いる。この使命の達成のためには、業務プロセスを継続的に監視 ・改善する必要があることは言 うまでも

ない。周知のことではあるが、これら業務プロセス管理は、あくまで 「手段」であって 「結果」ではない。

従って、保安管理や品質管理システムの良否は、「結果」である事故 ・トラブル等の不適合情報によって判

断されるべきである。加えて、業務改善は、現場技術者の自発的な提案に基づいて推進されなければならな

い。特に、品質保証活動の成否は、「業務品質をあるべき状態に近づけたい。」という技術者の向上本能の活

用にあると言っても過言でない。 しか しながら、原子力分野の保安活動や品質保証は、「手段」であるプロ

セス管理が 「自己目的化」 し、文書 ・記録など 「証拠」の作成 ・保管に膨大な労力が費やされているのが現

状である。また、品質保証が規制手段 として認識されるに至 り、現場の技術者の位置づけは、能動的な改善

者から受動的な監視対象者に変わ りつつあると言っても過言ではない。このような状況のもとでは、現場技

術者から 「安全規制や品質保証活動は、現実の安全性向上とは無縁のもの、過度な負担だけを強いる無用の

長物。」 との声があがったとしても、これを非難できない。安全規制当局や原子炉事業者は、「結果」である

「事故 ・トラブルの撲滅」を達成するために、「手続き論」ではなく 「技術論」に裏打ちされた業務活動を能

動的に推進する必要がある。このためには、事業者のみならず規制官についても、自らの技術的能力を高め

る継続的研鐙が必須である。

また、福島第一原子力発電所の大事故の誘因を考えると、政府機関自身の技術的能力向上と真の品質保証

体制構築の必要性を再認識する。義務教育においても重点的に授業される東北地方の津波のリスクについ

て、政府機関内でも議論があったにもかかわらず、手続き論に従って審議済みと判断され最終的には 「想定

外事象」となったことは断腸の思いである。今春からスター トする予定の新たな安全規制組織には、事務的

な手続き論にすがる者ではなく、確固たる信念と高い技術的能力を有する者が集うことを切望する。
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